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令和７年さぬき市議会第４回定例会において、次のとおり追加
議案を送付しますので、お知らせします。 
 
 

  令和７年１２月１８日 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

令和７年さぬき市議会第４回定例会 

（令和７年１２月１８日・追加議案及び人事案件） 

 

開会日時  令和７年１２月１８日 午前９時３０分 

 

追加議案 

補正予算  ６件 

条例の改正  ４件 計１０件 

 

人事案件 

人事の同意  １件  計１件 

 

［予算議案］ 

（補正予算） 

議案第８６号 令和７年度さぬき市一般会計補正予算（第６号）について 

○歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億４，８８０万円を追加し、 

補正後の予算額を２９２億６，９８０万円とするもの 

 

議案第８７号 令和７年度さぬき市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

○歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７９万円を追加し、 

補正後の予算額を５２億９，７９４万４千円とするもの 

 

議案第８８号 令和７年度さぬき市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

○歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３３万５千円を追加し、 

補正後の予算額を６４億９，２９０万２千円とするもの 

 

議案第８９号 令和７年度さぬき市介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）について 

○歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４０万４千円を追加し、 

補正後の予算額を３，８４０万４千円とするもの 

 

議案第９０号 令和７年度さぬき市津田診療所事業特別会計補正予算（第２号）について 

○歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３万４千円を追加し、 

補正後の予算額を１億１，６８１万４千円とするもの
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議案第９１号 令和７年度さぬき市病院事業会計補正予算（第３号）について 

○収益的収入及び支出 

病院事業費用を５，６１８万２千円増額し、 

補正後の病院事業費用を５５億８，０３７万１千円とするもの 

 

［予算外議案］ 

（条例の改正） 

議案第９２号 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例及びさぬき市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の一部改正について 

○本市職員の給与について、国家公務員に準じて給料表の引上げ改定を行うとともに、期末・

勤勉手当の支給月数を引き上げるほか、宿日直手当を引き上げるもの 

＜内訳＞  

本年度  

１２月期の期末手当 １．２５月を０．０２５月分引き上げて１．２７５月とする。 

１２月期の勤勉手当 １．０５月を０．０２５月分引き上げて１．０７５月とする。 

来年度以降  

６月期・１２月期の期末手当 １．２５月をそれぞれ０．０１２５月分引き上げて 

各期１．２６２５月とする。 

６月期・１２月期の勤勉手当 １．０５月をそれぞれ０．０１２５月分引き上げて 

各期１．０６２５月とする。 

○施行期日 規則で定める日 

（ただし、本年度１２月期の期末手当及び勤勉手当の引上げについては本年１２

月１日から、給料表の改定及び宿日直手当の引上げについては本年４月１日か

ら適用し、来年度以降の期末手当及び勤勉手当については、令和８年４月１日

から施行） 

 

議案第９３号 さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正について 

議案第９４号 さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

議案第９５号 さぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 

○特別職等の期末手当の支給月数を引き上げるもの 

※市長及び病院事業管理者については、本年度１２月期の引上げは行わず、来年度以降の

引上げのみ適用する。 

＜内訳＞  

本年度  

１２月期の期末手当 １．７２５月を０．０５月分引き上げて１．７７５月とする。 

来年度以降  

６月期・１２月期の期末手当 １．７２５月をそれぞれ０．０２５月分引き上げて 

各期１．７５月とする。 

○施行期日 規則で定める日 

（ただし、本年度１２月期の期末手当の引上げについては本年１２月１日から適

用し、来年度以降の期末手当については、令和８年４月１日から施行） 
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（人事の同意） 

同意第４号 さぬき市教育委員会委員の任命について 

○さぬき市教育委員会の委員得丸慶子氏が令和７年１２月３１日辞職につき、後任の教育委

員会委員の任命について同意を求めるもの 

 

 

【問合せ先】 

▶議案第８６号 

 さぬき市総務部政策課 

 （電話番号 ０８７－８９４－６３７１） 

▶議案第８７号 

 さぬき市健康福祉部国保・健康課 

 （電話番号 ０８７９－２６－９９０７） 

▶議案第８８号・議案第８９号 

 さぬき市健康福祉部長寿介護課 

 （電話番号 ０８７９－２６－９９０４） 

▶議案第９０号 

 さぬき市津田診療所 

 （電話番号 ０８７９－２３－７１２２） 

▶議案第９１号・議案第９５号 

 さぬき市民病院総務管理課 

 （電話番号 ０８７９－４３－２５２２） 

▶議案第９２号～議案第９４号 

 さぬき市総務部秘書広報課 

 （電話番号 ０８７－８９４－６３７２） 

▶同意第４号 

 さぬき市教育委員会事務局教育総務課 

 （電話番号 ０８７９－２６－９９７０） 

 

［ＦＡＸ発信元］ 

さぬき市総務部秘書広報課 

ＴＥＬ ０８７－８９４－６３７２ 

ＦＡＸ ０８７－８９４－４４４０ 


